
JP 5514507 B2 2014.6.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エリア内の環境を制御する複数の環境機器と、前記エリア内の状況をモニタリングし該
エリア内の状況に応じて前記各環境機器を制御する制御装置とを備えたエリア内環境制御
システムであって、
　前記制御装置は、
　所定の評価指標に基づき前記エリア内の業務状況に応じて前記各環境機器の制御ポリシ
ーを設定する手段と、
　前記各環境機器の消費電力に関する情報を取得する手段と、
　前記エリアの環境情報を検知する手段と、
　前記エリア内における各人の業務状況を検知する手段と、
　評価指標算出・機器制御決定手段とを備え、
　前記エリアの環境情報と前記各環境機器の消費電力に関する情報に基づいて前記各環境
機器の前記評価指標を算出し、該算出された評価指標と、前記設定された制御ポリシー及
び前記エリア内における前記各人の業務状況に基づき、前記制御ポリシーに適合する前記
各環境機器の制御の組み合わせを決定し、該決定された組み合わせに基づき、前記各環境
機器の制御を行い、
前記業務状況を検知する手段は、前記エリア内における各人の業務用のＰＣを有しており
、
前記ＰＣの操作ログの解析により、前記各人がＰＣ作業中か否かを判定し、ＰＣ作業中の
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場合は操作アプリケーションにより業務内容を特定する
ことを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記業務状況を検知する手段は、前記ＰＣに接続されたカメラを有しており、
前記ＰＣの操作ログの解析により、前記各人がＰＣ作業中か否かを判定し、ＰＣ作業中で
無い場合は該カメラの映像解析により前記各人の業務状況を解析し、該業務状況を予め定
義されたいずれかの業務に分類する
ことを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記制御装置は、前記環境機器の制御ポリシーとして、前記各人が業務を効率よく遂行
するのに適した環境を与える業務適応条件を設定する機能と、該業務適応条件を満たす前
記各環境機器の制御目標値を算出する機能とを備えており、
　前記算出された評価指標に基づき、前記エリア内における前記業務適応条件を満たす前
記各環境機器の制御の組み合わせを行うことを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記業務状況を検知する手段により検知された前記業務状況がＰＣ業務である場合、前
記環境機器の制御ポリシーは、実行中のアプリケーションの種類に応じてＣＰＵの速度を
変更することを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項５】
　請求項１において、
　前記評価指標は、快適度、省エネ度及び生産効率の各評価指標を含み、該各評価指標に
対する制御の優先順位と、該各評価指標に対して許容する制御範囲を設定可能であり、
　前記評価指標算出・機器制御決定手段は、前記エリアの環境情報と前記各環境機器の消
費電力に関する情報に基づいて前記各環境機器の現在の前記各評価指標を算出し、該算出
された現在の評価指標と、前記設定された制御ポリシー及び前記エリア内における前記各
人の業務状況に基づき、前記制御ポリシーに適合する前記各環境機器の制御の組み合わせ
を決定することを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記評価指標算出・機器制御決定手段は、前記エリア内における前記業務適応条件を満
たす前記各環境機器の制御の組み合わせを、全て算出することを特徴とするエリア内環境
制御システム。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記制御装置は、各環境機器の制御テーブルを有するデータ保持部を備えており、
　該制御テーブルは、制御対象となる前記エリアに設置された前記環境機器それぞれの制
御ステイタスを持つことを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項８】
　請求項１において、
　前記制御装置は、
　環境ログを保持するデータベースと、消費電力ログを保持するデータベースを有し、
　前記評価指標算出・機器制御決定手段は前記評価指標として、
　前記エリア内の環境情報に基づいて快適度を算出する機能と、
　前記環境機器の消費電力に関する情報に基づいて省エネ度を算出する機能と、
　前記エリア内における各人の業務状況に関する情報に基づいて生産効率を算出する機能
と有することを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項９】



(3) JP 5514507 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

　請求項８において、
　前記評価指標算出・機器制御決定手段は前記省エネ度を、式１により算出する
【数１】

ことを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項１０】
　請求項８において、
　前記評価指標算出・機器制御決定手段は前記快適度の指標を、式２により算出する

【数２】

ことを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項１１】
　請求項８において、
　前記評価指標算出・機器制御決定手段は前記生産効率を、式４により算出する

【数３】

ことを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項１２】
　エリア内の環境を制御する複数の環境機器と、前記エリア内の状況をモニタリングし該
エリア内の状況に応じて前記各環境機器を制御する制御装置とを備えたエリア内環境制御
システムであって、
　所定の評価指標に基づき前記エリア内の業務状況に応じて前記各環境機器の制御ポリシ
ーを設定する手段と、
　前記各環境機器の消費電力に関する情報を取得する手段と、
　前記エリアの環境情報を検知する手段と、
　前記エリア内における各人の業務状況を検知する手段と、
　評価指標算出・機器制御決定手段と、
　表示装置とを備え、
　前記制御装置は、
　前記制御ポリシーをスクリプトにより設定し、
　前記エリアの環境情報と前記各環境機器の消費電力に関する情報に基づいて前記各環境
機器の前記評価指標を算出し、
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　該算出された評価指標と、前記設定された制御ポリシー及び前記エリア内における前記
各人の業務状況に基づき、前記制御ポリシーに適合する前記各環境機器の制御の組み合わ
せを決定し、前記各環境機器の制御を行うと共に、
　前記各環境機器の制御ポリシーを設定するスクリプト及び前記算出された評価指標を前
記表示装置に呈示し、
前記業務状況を検知する手段は、
前記エリア内における各人の業務用のＰＣを有しており、
前記ＰＣの操作ログの解析により、前記各人がＰＣ作業中か否かを判定し、ＰＣ作業中の
場合は操作アプリケーションにより業務内容を特定する、
ことを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項１３】
　請求項１２において
　前記表示装置は、前記制御ポリシーを設定するスクリプトの評価指標条件入力ユーザー
インタフェイスと、業務適応条件入力ユーザーインタフェイスと、エリア適応条件入力ユ
ーザーインタフェイスとを備えていることを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項１４】
　請求項１２において
　前記表示装置に呈示される前記スクリプトは、定義として、
　省エネ度指標、快適度指標、生産効率指標を定義する評価指標定義と、
　前記エリアの環境情報を検知する手段が取得した実測値を元に算出した各指標の実測値
等を定義する変数定義と、
　温度や湿度等、室内環境の制御の目標値等を定義する制御値定義とを含み、
　前記スクリプトには、各環境機器の制御ポリシーとして、評価指標の条件と業務適応条
件及びエリア適応条件が記述され、
　前記評価指標の条件には、省エネ度指標、快適度指標、生産効率指標の各優先順位と、
それぞれの許容する制御範囲が記述され、
　前記業務適応条件には、各人の業務状況に適応した制御条件が記載され、
　前記エリア適応条件には、当該エリア内に存在する全員に適応される制御条件が記載さ
れることを特徴とするエリア内環境制御システム。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記エリア内における各人の配置図に重畳して、前記快適度、前記省エネ度及び前記生
産効率の各指標の前記実測値を前記表示装置に表示することを特徴とするエリア内環境制
御システム。
【請求項１６】
　エリア内環境制御システムによりエリア内の環境を制御する方法であって、
　前記エリア内環境制御システムは、エリア内の環境を制御する複数の環境機器と、前記
エリア内の状況をモニタリングし該エリア内の状況に応じて前記各環境機器を制御する制
御装置とを備えており、
　所定の評価指標に基づき前記エリア内の業務状況に応じて前記各環境機器の制御ポリシ
ーが設定され、
　前記各環境機器の消費電力に関する情報を取得し、
　前記エリアの環境情報を検知し、
　前記エリア内における各人の業務状況を検知し、
　前記エリアの環境情報と前記各環境機器の消費電力に関する情報に基づいて前記各環境
機器の前記評価指標を算出し、
　該算出された評価指標と、前記設定された制御ポリシー及び前記エリア内における前記
各人の業務状況に基づき、前記制御ポリシーに適合する前記各環境機器の制御の組み合わ
せを決定し、
　該決定された組み合わせに基づき、前記各環境機器の制御を行い、
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　前記業務状況を検知するため、
前記エリア内における各人の業務用のＰＣの操作ログを解析して、前記各人がＰＣ作業中
か否かを判定し、ＰＣ作業中の場合は操作アプリケーションにより業務内容を特定する
ことを特徴とするエリア内環境制御方法。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　前記環境機器の制御ポリシーとして、前記各人が業務を効率よく遂行するのに適した環
境を与える業務適応条件が設定され、
　該業務適応条件を満たす前記各環境機器の制御目標値を算出し、
　前記算出された評価指標に基づき、前記エリア内における前記業務適応条件を満たす前
記各環境機器の制御の組み合わせを行うことを特徴とするエリア内環境制御方法。
【請求項１８】
　請求項１６おいて、
　前記評価指標は、快適度、省エネ度及び生産効率の各評価指標を含み、
　該各評価指標に対する制御の優先順位が設定され、
　該各評価指標に対して許容する制御範囲が設定され、
　前記エリア内の環境情報に基づいて快適度を算出し、
　前記環境機器の消費電力に関する情報に基づいて前記省エネ度を算出し、
　前記エリア内における人の業務状況に適応した快適性前記エリア内における各人の業務
状況に関する情報に基づいて前記生産効率を算出し、
　前記快適度、前記省エネ度及び前記生産効率を表示装置に表示することを特徴とするエ
リア内環境制御方法。
【請求項１９】
　請求項１８において、
　前記エリア内における各人の配置図に重畳して、前記快適度、前記省エネ度及び前記生
産効率の各指標の前記実測値を表示装置に表示することを特徴とするエリア内環境制御方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エリア内環境制御システム及びエリア内環境制御方法に係り、特に、エリア
内の人間の業務状況と空調機器や照明機器等の環境制御機器の関係を総合的に考慮した、
環境制御システム及び環境制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、環境制御機器の制御方法としては、居室（エリア）内の温度が常に所定の目標温
度になるように空気調和機を制御する方法が一般的であるが、一定時間で運転と停止を繰
り返す間欠制御など、省エネルギーのための制御方法も提案されている。さらに、特許文
献１には、センサーにより人間の在／不在を認識し、存在時はテレビジョン等の機器を運
転し、不在時には機器の運転を休止する制御方法が開示されている。特許文献２には、セ
ンサーにより人間の在／不在を認識し、人間の存在時はパソコンを通常モードて運転し、
不在時は省エネモードすることで消費電力を低減する制御方法が開示されている。また、
特許文献３には、エリア内を複数のゾーンに分割し、ゾーン毎に、人間の在／不在の認識
を行い、不在ゾーンのみならず隣接ゾーンについても、温度、湿度、照明等の環境要因を
個別に制御することで、快適性、作業性に配慮した環境制御を行う制御方法が開示されて
いる。さらに、特許文献４には、省エネレベルに応じて、省エネレベルが高いときは快適
度を低く設定し、省エネへレベルが低いときは快適度を高く設定すると共に、快適度は例
えばＰＭＶ演算手法等を用いて演算し、設備機器を制御する環境コントロール装置が開示
されている。また、特許文献５には、予め、環境制御の対象となる空間で行われる作業内
容別に、空調環境、照明環境及び騒音環境毎にいくつかの快適域パターンをホストコンピ
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ュータに記憶しておき、作業内容毎に快適域パターンを変えて制御を行う方法が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２０５９４８号公報
【特許文献２】特開平１０－３２６１２６号公報
【特許文献３】特開２００６－２３４２４３号公報
【特許文献４】特開平０５－１４１７４３号公報
【特許文献５】特開平１０－１４１７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般的にオフィスでは、常に同じ業務が行われているわけではなく、複数の種類の業務
が行われる。しかし、発明者等の研究によれば、業務行動の状況によって快適度の条件は
異なり、従って、環境制御機器の制御方法も異なるべきものであると考えられる。しかし
、従来の技術では、業務行動の状況に応じて快適度の制御方法を変えるという思想は無か
った。例えば、特許文献５の例では、「単純作業と知的作業、リフレッシュのための空間
等で、快適と感じる温度、照明及び騒音の適性範囲は異なる」という前提の下で、作業内
容毎に快適域パターンを変えて制御を行っている。しかし、実際には、例えば同じ知的作
業を行う空間であっても、個々の人間の業務内容は一律ではない。そのため、背景技術に
述べた各制御方法では、以下のような問題点があった。
【０００５】
　（１）エリア内における人間の在／不在は検知するものの、環境制御機器の制御方法が
各人の業務行動状況に適応していない為、快適性が充分でなかった。
【０００６】
　（２）エリア内に存在する各人の業務行動に応じた快適度を把握する方法や指標がなか
った。
【０００７】
　（３）快適度や省エネ度を含めた複数の観点に基づく環境制御機器の制御ポリシーを、
環境制御機器の管理者等が容易に設定する方法が無かった。
【０００８】
　本発明は、上記背景技術に係る問題点を解決するため、下記の機能を備えた環境制御シ
ステムを提案することを課題とする。
【０００９】
　（１）エリア内における各人の在／不在及び業務状況をモニタリングし、存在する人間
の業務状況に適応した制御をすることで、各人の業務に適応した快適性を向上させる。
【００１０】
　（２）省電力効果、快適性及び生産効率を評価する指標を定義し、エリア内における各
指標の推移を画面で提示できるようにする。
【００１１】
　（３）快適度や省エネ度を含めた複数の観点に基づく環境制御機器の制御ポリシーを、
スクリプトで設定できるようにする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の代表的な構成を示すと次の通りである。本発明のエリア内環境制御システムは
、エリア内の環境を制御する複数の環境機器と、前記エリア内の状況をモニタリングし該
エリア内の状況に応じて前記各環境機器を制御する制御装置とを備えたエリア内環境制御
システムであって、前記制御装置は、所定の評価指標に基づき前記エリア内の業務状況に
応じて前記各環境機器の制御ポリシーを設定する手段と、前記各環境機器の消費電力に関
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する情報を取得する手段と、前記エリアの環境情報を検知する手段と、前記エリア内にお
ける各人の業務状況を検知する手段と、評価指標算出・機器制御決定手段とを備え、前記
エリアの環境情報と前記各環境機器の消費電力に関する情報に基づいて前記各環境機器の
前記評価指標を算出し、該算出された評価指標と、前記設定された制御ポリシー及び前記
エリア内における前記各人の業務状況に基づき、前記制御ポリシーに適合する前記各環境
機器の制御の組み合わせを決定し、該決定された組み合わせに基づき、前記各環境機器の
制御を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、オフィスワーカーの業務状況をモニタリングし、各人の業務状況に適
応して環境制御機器の細かい制御をすることで、快適性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例になる環境制御システムの全体的構成の一例を示す図。
【図２Ａ】図１の中央制御装置の、ハードウェア構成例を示す図。
【図２Ｂ】図１の中央制御装置の、機能ブロックの例を示す図。
【図３】本実施例の環境制御システムが制御の対象とする、オフィスビル居室（エリア）
の一例を示す図。
【図４】図１の中央制御装置の、環境機器制御の処理フローの一例を示す図。
【図５】中央制御装置のデータ保持部に保持される、オフィスワーカーの業務状況テーブ
ルの一例を示す図。
【図６】本実施例における、快適度指標との一例を示す図。
【図７】本実施例における、機器の制御ポリシー設定スクリプトの記述の一例を示す図。
【図８】本実施例における、制御ポリシー設定スクリプトの入力ユーザーインタフェイス
の一例を示す図。
【図９】本実施例における、制御ポリシー設定スクリプトの業務適応条件入力ユーザーイ
ンタフェイスの一例を示す図。
【図１０】本実施例における、制御ポリシー設定スクリプトのエリア適応条件入力ユーザ
ーインタフェイスの一例を示す図。
【図１１】図４の処理フローにおける、機器の制御を決定する処理フローの一例を示す図
。
【図１２】図１１の処理フローにおける、評価指標に応じた制御の組み合わせを決定する
処理フローの一例を示す図。
【図１３】中央制御装置のデータ保持部に保持される、機器の制御テーブルの一例を示す
図。
【図１４】クライアントＰＣ（パーソナルコンピュータ）に表示する項目のテーブルの一
例を示す図。
【図１５】クライアントＰＣに表示するアラート表示ユーザーインタフェイスの一例を示
す図。
【図１６】本実施例における、機器ごとの電力利用状況の推移の一例を示す図。
【図１７】本実施例における、快適度の実測値の分布の一例を示す図。
【図１８】本実施例における、省エネ度の実測値の分布の一例を示す図。
【図１９】本実施例における、生産効率の実測値の分布の一例を示す図。
【図２０】本実施例における、業務状況の提示の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係る環境制御システムは、オフィスビル等の居室における人間の業務状況や行
動状況をモニタリングし、状況に適応して細かい制御をすることで快適性を向上する環境
機器を制御するシステムであって、通信手段と、環境を検知する手段と、業務状況を検知
する手段と、消費電力を取得する手段と、機器の制御を決定する手段と、制御信号を送信
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する手段を有し、業務に適応した細かい制御を可能とすることを特徴とする。以下の説明
では、オフィスビル等の居室をエリアごとに制御する例について述べる。すなわち、本発
明の環境制御システムは、エリア内において、省エネルギーと快適性を両立させた環境機
器の制御を行う。環境機器とは、エリア内の環境を制御する空調機、照明器具、空気清浄
機、窓のブラインド等である。
【００１６】
　なお、本発明の環境制御システムは、オフィスビルのみでなく、学校校舎や商業施設な
ど、少なくとも１つのエリア内で、多数のオフィスワーカーや学生、従業員等（以下、単
にオフィスワーカー）が種々の業務、作業、学習等（以下、単に業務）を行う各種施設（
以下、単に施設）への適用が可能である。  
　本発明によれば、次のような効果がある。
【００１７】
　（１）オフィスワーカーの業務状況をモニタリングし、状況に適応して細かい制御をす
ることで快適性を向上させることが可能となる。  
　（２）省電力効果および快適性、生産効率を評価する指標を定義する・その推移を画面
で提示することで、任意に評価指標の優先順位や許容範囲を制御することが可能となる。
  （３）スクリプトで容易に細かい制御ポリシーを設定することが可能となる。
【００１８】
　以下、本発明に係る環境制御システムの実施形態の一例を、図面を用いて説明する。
【００１９】
　図１は、本実施例の環境制御システムに係るシステム概要の一例を示したものである。
本実施例の環境制御システム１００は、外的要因取得手段１０１と、室内環境検知手段１
０２と、業務状況検知手段１０３と、中央制御装置（制御装置）２００と、制御機器１０
５を有する。各手段と中央制御装置２００とは施設内の通信ネットワークによって接続さ
れ、データの送受信が可能である。外的要因取得手段１０１は気象情報取得部１０６と、
外気温センサー１０７から構成される。気象情報取得部１０６は、インターネット等の通
信ネットワーク（図示略）に接続され、外部の気象情報配信サービス業者等から気象情報
を取得する。外気温センサー１０７は、オフィスビル設置箇所の外気温を取得する。室内
環境検知手段１０２は、オフィスビル室内の温度を取得する温度センサー１０８と、湿度
を取得する湿度センサー１０９と、ＣＯ２濃度を取得するＣＯ２濃度センサー１１０から
構成される。業務状況検知手段１０３は、カメラ１１１と、ＰＣ１１２から構成され、本
実施形態ではオフィスワーカー毎に設置される。ＰＣ１１２は業務状況検知の対象となる
オフィスワーカーが使用するものであり、カメラ１１１は例えばＵＳＢ等によりＰＣに接
続され、オフィスワーカーの映像を取得する。中央制御装置２００により制御される制御
機器１０５は、オフィス室内の環境を制御する、空調１１３、照明１１４、空気清浄機１
１５、ファン１１６、ブラインド１１７、ＰＣ１１２等から構成される。制御機器１０５
には、換気用のファンや加湿器など多の機器が追加されることもある。なお、業務検知状
況１０３を構成する要素の一部であるＰＣ１１２が、制御機器１０５を兼用する構成とし
てもよい。
【００２０】
　図２Ａは、本実施例の環境制御システムに係る中央制御装置２００のハードウェア構成
の一例を示したものである。本例の中央制御装置は、ネットワークI／F２１と、中央処理
装置（制御部）２２と、入力装置２３と、記憶部を構成する一次記憶装置（メモリ）２４
と二次記憶装置２５、及び、出力装置２６を有する。なお、入力装置２３の表示装置と出
力装置２６の表示装置は、ＧＵＩ機能を有する共通の画面を有する単一の表示装置で構成
しても良い。中央制御装置２００内の各装置は、内部バス２７によって接続され、各装置
間で相互にデータの送受信が可能である。ネットワークI／F２１は例えばＬＡＮカード等
のネットワークカードであり、業務センタを構成するスタッフの業務ログをネットワーク
経由で収集する。
【００２１】
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　中央処理装置２２は、マイクロプロセッサを主体に構成され、一次記憶装置２４や二次
記憶装置２５に格納されているプログラムを実行する。
指示入力装置２３は、例えばキーボード、マウス等のポインティングデバイスである。こ
れは、業務管理者による配置計画算出設定の入力や表示の指示等を受け付ける。また、指
示入力は、ネットワークを介して接続されるPC等の別端末の指示入力装置から行われると
してもよい。
【００２２】
　表示装置２６は、例えばディスプレイアダプタと液晶パネルタ等によって実現される。
一次記憶装置２４は、例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）やリードオンリーメモリ
（ＲＯＭ）等によって実現され、中央処理装置２２によって実行されるプログラムや本装
置において処理されるデータ等を格納する。
【００２３】
　二次記憶装置２５は、例えばハードディスクやＤＶＤあるいはＣＤとそれらのドライブ
、あるいはフラッシュメモリ等の不揮発性メモリにより構成され、中央処理装置２２によ
って実行されるプログラムや本装置において処理されるデータ等を格納する。
【００２４】
　図２Ｂは、本実施例に係る中央制御装置２００が備える機能の一部を示す機能ブロック
図である。これらの機能ブロックの一部あるいは全部は、図２Ａで示したハードウェアに
加えてハードウェアとして実現されてもよいが、中央処理装置２００によって実行される
ソフトウェアプログラムとして実現されてもよい。なお、以下の説明では、一例として、
これらの機能ブロックの全てが中央処理装置２００によって実行されるソフトウェアプロ
グラムもしくは二次記憶装置２５に保持されるデータであるものとして説明する。
【００２５】
　図２Ｂに示す通り、中央制御装置２００はその機能の一部として、通信部２０１、入力
受付部２０２、消費電力部２０３、環境取得部２０４、制御信号送信部２０５、外的要因
検知部２０６、室内環境検知部２０７、解析部２０８、データ保持部２０９、評価指標算
出・機器制御決定部２１０および機器制御部２４０を有する。ネットワークを介したデー
タの送受信は、全て通信部２０１を通して行われる。オフィスビル外の外的要因を検知す
る外的要因取得部は、外部気象情報サービス等からの気象情報を検知する気象情報検知部
２１１、屋外の温度センサー等によりセンシングされた外気温を検知する外気温検知部２
１２を有する。オフィスビルの室内環境を検知する室内環境検知部２０７は、室内の温度
センサー等によりセンシングされた室内の温度を検知する温度検知部２１３、湿度センサ
ー等によりセンシングされた湿度を検知する湿度検知部２１４、ＣＯ２センサー等により
センシングされたＣＯ２濃度検知部２１５を有する。業務検知部２０８は、業務状況の解
析対象となるオフィスワーカーの撮影したカメラ映像を取得するカメラ映像取得部２１６
、オフィスワーカーが操作するＰＣのＰＣ操作ログ取得部２１７、カメラ映像とＰＣ操作
ログからオフィスワーカーの業務状況を解析する解析部２１８を有する。データ保持部２
０９は図２Ａの一次記憶装置２４、二次記憶装置２５に相当し、環境ログ２１９、業務状
況テーブル２２０、消費電力ログ２２１、機器の制御テーブル２２２、制御ポリシー設定
スクリプト２２３、ＰＣアラートテーブル２２４を有する。
【００２６】
　外的要因検知部２０６、室内環境検知部２０７により検知された情報および業務状況テ
ーブル２２０を用いて解析部２０８により解析された情報は、データ保持部２０９の環境
ログ２１９に保持される。消費電力取得部２０３により取得された機器の電力消費情報は
、消費電力ログ２２１に保持される。入力受付部２０２が受け付けた、システム管理者等
により入力された制御ポリシーは制御ポリシー設定スクリプト２２３に保持される。
【００２７】
　評価指標算出・機器制御決定部２１０は、エリアの環境情報と各環境機器の消費電力に
関する情報に基づいて各環境機器の評価指標を算出し、該算出された評価指標と、設定さ
れた制御ポリシー及びエリア内における前記各人の業務状況に基づき、制御ポリシーに適
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合する各環境機器の制御の組み合わせ等を決定し、その結果を機器の制御テーブル２２２
やＰＣアラートテーブル２２４に記録する。機器制御部２４０は、評価指標算出・機器制
御決定部２１０の決定に基づき、居室の空調の設定温度等の制御を決定する空調制御決定
部２２５、照明機器の照度や色温度等の制御を決定する照明制御決定部２２６、ブライン
ドの開閉等の制御を決定するブラインド制御決定部２２７、空気清浄機のＯＮ／ＯＦＦ等
の制御を決定する空気清浄機制御決定部２２８、ファンのＯＮ／ＯＦＦ等の制御を決定す
るファン制御決定部２２９、ＰＣのＣＰＵ等の制御を決定するＰＣ制御決定部２３０、オ
フィスワーカーのＰＣ画面に表示されるアラートを制御するＰＣアラート決定部２３１を
有する。
【００２８】
　機器制御部２４０は、機器の制御テーブル２２２から各機器の制御を、ＰＣアラートテ
ーブル２２４からオフィスワーカーのＰＣ画面に表示するアラートを選択し、制御信号送
信部２０５に制御信号の送信を指示する。
【００２９】
　図３は、本環境制御システム１００が制御の対象とするエリア、すなわちオフィスビル
居室のレイアウトの一例を示す。本システムは、居室３０１の省エネルギーと快適性を両
立させた機器の制御を行う。居室３０１は、窓３０２、ブラインド３０３、ファン３０４
、天井部の空気清浄機３０５、天井部の空調機３０６を有する。居室には、オフィスワー
カーが業務を行うディスク３０７が配置され、各ディスクには業務用のＰＣ３０８と、Ｐ
ＣにＵＳＢ等で接続したカメラ３０９が設置される。また、居室内に温度センサー３１０
、湿度センサー３１１、ＣＯ２センサー３１２を設置する。各センサーは、廊下側、窓側
の適所等に設置してもよく、また、各ディスク３０７にそれぞれ１台ずつ設置してもよい
。各制御機器（３０３～３０６）と各センサー（３１０～３１２）、ＰＣ及びカメラ（業
務状況検知手段）は、図１に示したように、ネットワークを介して中央制御装置２００に
接続される。
【００３０】
　図４は、中央制御装置２００の処理フローを示す。中央制御装置２００は処理を開始す
ると（Ｓ４０１）、環境情報を取得する（Ｓ４０２）。環境情報とは、外的要因取得手段
１０１が取得する気象情報・外気温、室内環境検知手段１０２が検知する居室内の温度・
湿度・二酸化炭素濃度等である。続いて、業務状況を取得する（Ｓ４０３）。業務状況と
は、業務状況検知手段１０３が取得するオフィスワーカーの業務状況等である。続いて、
空調や照明等の各環境機器の設定ポリシーを保持する、制御ポリシー設定スクリプト２２
３を取得する（Ｓ４０４）。続いて、評価指標算出・機器制御決定部２１０において、取
得した環境情報と業務状況を、制御ポリシー設定スクリプト２２３に当てはめ、各機器の
制御を決定する（Ｓ４０５）。続いて、各機器に、決定した制御を指示する制御信号を送
信する（Ｓ４０６）。制御を終了しないならば処理を繰り返し（Ｓ４０７）、もしくは終
了する（Ｓ４０８）。
【００３１】
　繰り返しの時間間隔は、処理は、中央制御装置２００の制御部２２が処理可能な最速値
としてもよいし、またシステム管理者等が制御ポリシー設定スクリプト７０１（図７参照
）において任意に指摘できるとしてもよい。終了は、図示しないタイマー等によって指示
してもよいし、またはシステム管理者等が指示入力装置２３から指示を入力してもよい。
【００３２】
　図５は、解析部２１８によって解析される、オフィスワーカーの業務状況テーブル（図
２Ｂの２２０）の例であり、データ保持部２０９が保持する。解析部２１８は、オフィス
ワーカーのカメラ映像とＰＣ操作ログから業務状況を解析し、業務状況を業務状況解析テ
ーブル５０１に示されるいずれかの業務に分類する。ＰＣ操作ログの解析により、ＰＣ作
業中５０２や、ＰＣの操作アプリケーションによる特定業務５０３、５０４を分類する。
また、カメラの映像解析により、電話中５０５、机上業務中５０６、他のオフィスワーカ
ーとの対話中５０７などを分類する。さらに映像解析により、寝ている５０８等の仕草や
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ジェスチャを解析し分類してもよい。また、不在５０９も検知する。また、制御対象とし
ているエリア内のオフィスワーカーに割り当てられたＰＣやディスクまわりだけでなく、
エリア外の他の会議室や応接室の業務状況を解析することで、会議中５１０や接客中５１
１を分類してもよい。
【００３３】
　式１は、機器制御の評価指標のひとつである、「省エネ度指標」を算出する式の一例で
ある。
【００３４】
【数１】

【００３５】
　「省エネ度指標」は、本環境制御システムが制御対象とする居室内のｐ個すべての環境
機器の、単位時間あたりの総消費電力量に関係し、最大が１０、最小が０となるよう正規
化する。数値が大きいほど省エネルギーなシステムであるといえる。
【００３６】
　式２は、機器制御の評価指標のひとつである、「快適度指標」を算出する式の一例であ
る。
【００３７】
【数２】

【００３８】
　快適度は個々のオフィスワーカーの、ある室内環境での快適性を示す。「快適度指標」
には、一般に使用される温度と湿度から判定する不快指数Ｃｍと、式３で後述する二酸化
炭素濃度加重値とから算出する。不快指数Ｃｍは、６０～７５が多くの人間が不快を感じ
ない範囲とされ、それ以下だと寒く、以上だと暑く感じるとされる。そこで、中間値の６
７．５を境界とし、それより大きい二酸化炭素濃度加重値を加え、小さい場合は減じるこ
とで快適度指標を算出する。快適度指標も、６０～７５が不快を感じない範囲であり、そ
れより大きい、または小さいほど不快となる。また、不快指数でなく、空気温度、平均輻
射温度、気流速度、湿度、着衣量、代謝量の６要素の組み合わせから算出するＰＭＶ（Ｐ
ｒｅｄｉｃｔｅｄ　Ｍｅａｎ　Ｖｏｔｅ）を快適度指標の算出に用いてもよい。この場合
、図１の室内環境検知手段１０２の機能に加えて、平均輻射温度、気流速度、着衣量、代
謝量の情報も取得できるようにすることは言うまでも無い。
【００３９】
　図６は、式２における「快適度指標」と不快指数Ｃｍ及び二酸化炭素濃度加重値との関
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係の一例を示す図である。縦軸に不快指数（Ｃｍ）６０１、横軸に二酸化炭素濃度加重値
６０２をとる。もっとも多くの人が快適と感じる不快指数６７．５、二酸化炭素濃度加重
値＝０のとき、快適度指標は６７．５となり（６０３）、快適さを感じる環境は最良であ
ると判断できる。快適度指標はこれより大きくなるほど、また小さくなるほど、不快とな
る。例えば、快適度指標７５．０の境界（６０４）、快適度指標６０．０の境界（６０５
）を閾値として、快適度指標６７．５を含む範囲を「快適」（６０６）、含まない範囲を
「不快」（６０７）と判定してもよい。あるいは、「快適」、「不快」の領域をさらに複
数に分割し、快適度を多段階に判定するようにしても良い。
【００４０】
　式３は、式２で説明した快適度指数の算出に用いる二酸化炭素濃度加重値を算出する式
の一例である。
【００４１】
【数３】

【００４２】
　二酸化炭素濃度Ｃの単位はｐｐｍで示され、１ｐｐｍは０．０００１％である。日本の
ビル管理法においては、二酸化炭素濃度は１０００ｐｐｍ以下と規定される。そこで１０
００ｐｐｍを基準とし、それ以下は快適度への影響を考慮しない。それ以上の場合は、二
酸化炭素の濃度Ｃに応じて適宜重み付けし（重み係数の乗算）、二酸化炭素加重値として
快適度の算出に加味する。
【００４３】
　式４は、機器制御の評価指標のひとつである、「生産効率指標」を算出する式の一例で
ある。
【００４４】
【数４】

【００４５】
　業務が定型作業であれば、単位時間に完了した、目標対応件数に対する完了対応件数か
ら、生産効率を算出できる。対応件数は、業務状況検知手段１０３から取得した業務情報
から解析可能である。生産効率指標は１０を基準とし、値が大きいほど、生産効率が優れ
ていることを示す。非提携作業であれば、目標値に対する達成率で生産効率指標を定義し
てもよい。定型作業の一例として、コールセンターにおける顧客への電話対応業務を挙げ
ることができる。
【００４６】
　図７は、データ保持部２０９が保持する環境機器の制御ポリシー設定スクリプト３２３
の記述例である。本例の制御ポリシー設定スクリプト７０１は、まずスクリプト中に使う
数値を定義７０２する。評価指標定義７０３では、式１で示した省エネ度指標（５行）、
式２で示した快適度指標（６行）、式３で示した生産効率指標（７行）を定義する。各指
標の式は記憶装置２５が予め保持しているとしてもよいし、またはスクリプト中でシステ
ム管理者等が任意に設定・変更できるとしてもよい。なお、評価指標定義では、「省エネ
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度指標」、「快適度指標」、「生産効率指標」の３つの評価指標を設定する例を示したが
、用途や状況によっては、これらの少なくとも１つを設定する、あるいは、これらと他の
評価指標とを組み合わせて設定しても良いことは言うまでも無い。
【００４７】
　変数定義７０４では、センサー等の外的要因取得手段１０１、室内環境検知手段１０２
が取得した実測値（１１～１５行）、実測値を元に算出した各指標の実測値（１７～１９
行）、解析した業務内容（２１行）、時刻（２３行）やエリア制御方法（２４行）を定義
する。制御値定義７０５では、温度や湿度等、室内環境の制御の目標値等を定義する（２
８～３１行）。
【００４８】
　次に、各環境機器の制御ポリシー７０６を記述する。まず、評価指標条件７０７を記述
する。式１で示した「省エネ度指標」、式２で示した「快適度指標」、式３で示した「生
産効率指標」の優先順位（３７～３９行）と、それぞれの許容する制御範囲（４１～４３
行）を記述する。
【００４９】
　次に、業務適応条件７０８を記述する。ここでは、オフィスワーカー個人の業務に適応
した制御条件を各々記載するものとする。この場合、業務適応条件とは、個々のオフィス
ワーカーが現在の業務を効率よく遂行する上で最適の環境を与える機器の制御条件を意味
する。４７～４８行は、業務検知手段１０３により検知したオフィスワーカーの業務状況
がＣＡＤアプリケーション使用中の場合には、その業務に使用されるＣＰＵの速度を最大
にするという制御条件を示す。ＰＣ業務において、ＣＡＤや画像処理のような計算量（デ
ータ処理量）の多い業務を行う場合はＣＰＵの速度を最大として使うのが望ましいが、テ
キスト処理のような計算量の少ない業務の場合は、ＣＰＵの速度は最大である必要はない
ためその業務に使用されるＣＰＵの速度を低速に設定し、これにより省エネルギーに配慮
した制御が可能である。また、複数のアプリケーションを並行して実行中の場合は状況に
応じてＣＰＵの速度を早くする必要がある。このように同じＰＣ業務であっても実行中の
アプリケーションの種類や数に応じて、ＣＰＵの速度を変更する業務適応条件７０８を記
述する。５０～５１行は、業務検知手段１０３により検知したオフィスワーカーの業務状
況が「寝ている」であれば、温度を下げることでリフレッシュを促すという制御条件を示
す。５３～５４行は、オフィスワーカーが不在であれば、省エネ度が最大になるように、
全ての機器を省エネモードに切り替える、または運転を停止するような制御条件を示す。
５６～５７行は、昼休みである１１時４５分から１２時４５分までの時間内は、一定以下
ならば居室内温度の上昇を許容するという制御条件を示す。
【００５０】
　次に、エリア適応条件７０９を記述する。業務適応条件７０８ではオフィスワーカー個
人の業務に適応した制御条件を記載したが、一般にオフィス居室では１人に１台の空調機
等環境機器が設置されているわけではないので、エリアに応じた制御を行う必要がある。
そこで、６１行で、ある一定エリア内に存在するオフィスワーカーに適応する制御の平均
値をとる、という制御条件を記載できる。または重要なオフィスワーカーに重みをつけた
制御条件とすると記載してもよい。
【００５１】
　また、オフィス居室内では、例えば室内の制御温度を一定に設定しても廊下側と窓側で
実測温度がことなるといった、環境のばらつきが起こりうる。そこで、６３～６４行に記
載するように、ある居室内の別のエリアにおいて快適度の最大値と最小値にばらつきが大
きい場合は、制御値の再算出を行うといった制御条件を記載してもよい。また、本実施例
ではある居室をエリアごとに制御するが、例えば、あるフロアを居室ごとに制御し、フロ
ア全体の評価指標に応じた制御を行うとしてもよい。
【００５２】
　図８は、制御ポリシー設定スクリプトの「評価指標条件」入力ユーザーインタフェイス
を示す図の一例である。図７で示した制御ポリシー設定スクリプトはシステム管理者等が
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手入力で設定してもよいが、入力には慣れを必要とする。そこで、スクリプトを容易に記
述するために、入力受付部２０２が備える制御ポリシー設定スクリプトの入力インターフ
ェイス８０１からシステム管理者等が入力を行うようにしてもよい。例えば、システム管
理者等が入力インターフェイス８０１から、業務関数条件タブ８０２、業務適応条件タブ
８０３、エリア適応条件８０４のメニューを順次プルダウンし、それぞれの条件を入力す
る。評価指標条件タブ８０２を選択すると、優先順位選択ボタン８０５をクリックして評
価指標８０７に優先順位８０６を付与できる。また、各評価指標の制御範囲８０８を数値
で入力する。ＯＫボタン８０９、もしくはキャンセルボタン８１０により入力を完了する
。この評価指標条件入力インターフェイスにより、スクリプトを直接記述することが困難
な者も、評価指標条件を容易に入力することが可能となる。
【００５３】
　図９は、制御ポリシー設定スクリプトの「業務適応条件」入力ユーザーインタフェイス
を示す図の一例である。図８で示した制御ポリシー設定スクリプトの入力インターフェイ
ス８０１の業務適応条件タブ８０３を選択すると、業務状況９０１に応じた制御対象９０
２と制御値９０３の条件を設定できる。各条件は、条件選択ボタン９０４で変更できる。
制御対象は、追加ボタン９０５と削除ボタン９０６で追加削除が可能である。また、制御
対象も、追加ボタン９０７と削除ボタン９０８で追加削除が可能である。９１１は時刻ボ
タンである。ＯＫボタン９０９、もしくはキャンセルボタン９１０により入力を完了する
。この業務適応条件入力ユーザーインタフェイスにより、スクリプトを直接記述すること
が困難な者も、業務適応条件を容易に入力することが可能となる。
【００５４】
　図１０は、制御ポリシー設定スクリプトの「エリア適応条件」入力ユーザーインタフェ
イスを示す図の一例である。図８で示した制御ポリシー設定スクリプトの入力インターフ
ェイス８０１のエリア適応条件タブ８０４を選択すると、エリア適応方法１００１を、選
択ボタン１００２より選択できる。また、エリア状況１００１に応じた制御対象１００４
を設定できる。エリア状況は、追加ボタン１００５と削除ボタン１００６で追加削除が可
能である。制御は、追加ボタン１００７と削除ボタン１００８で追加削除が可能である。
ＯＫボタン１００９、もしくはキャンセルボタン１０１０により入力を完了する。このエ
リア適応条件入力ユーザーインタフェイスにより、スクリプトを直接記述することが困難
な者も、エリア適応条件を容易に入力することが可能となる。
【００５５】
　図１１は、環境を制御する各制御機器（１１３～１１６）の制御を決定する処理フロー
であり、図４に示した中央制御装置２００の処理フローのＳ４０５に相当する。評価指標
算出・機器制御決定部２１０では、まず、環境取得部２０４が取得した情報より、現在の
居室の評価指標を算出する（Ｓ１１０１）。評価指標は、省エネ度（式１）、各オフィス
ワーカーの快適度（式２）、業務の生産効率を示す生産効率（式３）の３つである。次に
、個々のオフィスワーカーの業務適応条件を満たす制御目標値を算出する。（Ｓ１１０２
）。ここでは、図７に示した制御ポリシー設定スクリプト７０１に記述された業務適応条
件を満たす各環境制御機器の制御の組み合わせを全て算出する。次に、エリア適応条件を
満たす制御の組み合わせを全て算出する（Ｓ１１０３）。次に、Ｓ１１０３で算出した全
ての制御の組み合わせに対し、評価指標算出・機器制御決定部２１０では、それぞれの評
価指標の推定値を算出し（Ｓ１１０４）、最後に、全ての制御の中から評価指標に応じた
制御の組み合わせを選択し、決定する（Ｓ１１０５）。
【００５６】
　図１２は、評価指標に応じた制御の組み合わせを選択し、決定する処理フローの一例で
あり、図１１に示す、評価指標に応じた制御の組み合わせを選択し、決定する（Ｓ１１０
５）に相当する。まず、設定スクリプト７０１から評価指標条件７０６を取得する（Ｓ１
２０１）。ここでは図１１で例示した評価指標条件に従う処理フローを示す。算出された
全ての制御の組み合わせから、快適度が基準値以上となる制御の組み合わせを算出する（
Ｓ１２０２）。もし快適度が基準値以上となる制御の組み合わせが存在しない場合は（Ｓ
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１２０３）、基準値を下げ（Ｓ１２０４）、最算出する。同様に、Ｓ１２０２で算出され
た全ての制御の組み合わせから、業務効率が基準値以上となる制御の組み合わせを算出す
る（Ｓ１２０５）。もし業務効率が基準値以上となる制御の組み合わせが存在しない場合
は（Ｓ１２０６）、基準値を下げ（Ｓ１２０７）、最算出する。最後に、Ｓ１２０５で算
出された全ての制御の組み合わせから、総消費電力が最も少ない制御の組み合わせを決定
する（Ｓ１２０８）。なお、図１２のフローは、制御ポリシー設定スクリプトで設定され
た優先順位が、図８に示したように、「省エネ度」、「快適度」、「生産効率」の順にな
っている場合あり、優先順位がこれと異なる場合、各指標を満たすか否の判定の順序や基
準値の変更対象もそれに応じて変わることは言うまでも無い。
【００５７】
　図１３は、各環境機器の制御テーブル（図２Ｂの２２２）の一例を示す。環境機器の制
御テーブル１３０１は、データ保持部２０９が保持し、制御対象となるオフィス居室に設
置された環境機器それぞれの制御ステイタス（オン、オフなど）を持つ。制御される環境
機器は、例えば、空調１３０２、照明１３０３、ブラインド１３０４、ＰＣ／モニタ１３
０５、空気清浄機１３０６、ファン１３０７である。なお、制御テーブルの構成は上記例
に限定されるものではない。例えば、空調１３０２の制御ステイタスに除湿を含め、照明
１３０３の制御ステイタスはオン、オフに加えて中間レベルへの切替えを加えても良い。
中央制御装置２００は本制御テーブルから各環境機器の制御の組み合わせを算出して、決
定する（Ｓ４０５）。なお、中央制御部２００は、中央制御部２００が自動で制御できる
機器以外で環境に影響をあたえる要素、例えば居室の気温を下げるためにオフィスワーカ
ー自身が手動で「窓を開ける」等の要素を、制御の組み合わせに含めてもよい。
【００５８】
　図１４は、クライアントＰＣに表示する項目のテーブル（図２Ｂのアラートテーブル２
２４）の一例である。このクライアントＰＣの表示項目テーブル１４０１はデータ保持部
２０９が保持する。中央制御部２００が自動で制御できる機器以外で環境に影響を与える
要素、例えば居室の気温を下げるためにオフィスワーカー自身が手動で「窓を開ける」等
を制御の組み合わせに含めた場合は、ＰＣアラート決定部２３１は、アラート表示テーブ
ル１４０２からアラートを選択してユーザに提示する。また、業務検知部２０８が解析し
た業務解析結果から、「休憩をとる」「帰宅する」等の行動を促すアラートを表示しても
よい。また、快適な室内の気温の設定には、オフィスワーカー個人の嗜好が影響する。そ
こで、「温度を上げる／下げる」等の嗜好を入力するメニューを、入力画面提示テーブル
１４０３が保持してもよい。この場合、オフィスワーカーは中央制御装置にネットワーク
を介して接続されるクライアントＰＣ１０２の入力指示装置より入力を行うとしてもよい
。
【００５９】
　図１５は、クライアントＰＣに表示するアラート表示ユーザーインタフェイスを示す図
の一例である。図１４でＰＣアラート決定部２３１が決定したアラートは、制御信号送信
部２０５がネットワークを配してクライアントＰＣ１０２に送信され、クライアントＰＣ
１０２ではアラート表示ユーザーインタフェイス１５０１によりアラートを表示する。ク
ライアントＰＣ１０２には、ＰＣアラートテーブル１４０１より選択された単数または複
数のアラートを表示する。例えば、特定のエアコンすなわち空調の電源ＯＦＦ等の機器制
御決定部２０３が決定した制御と、オフィスワーカー自身が手動で「窓を開ける」等の要
素のアラートを「おすすめ省エネ」画面１５０４に提示する。この際、アラートを提示す
るきっかけとなる実測値を提示してもよい１５０２。また、本画面から、本環境制御シス
テム１００の動作をモニタできるとしてもよい。例えば、「電力利用状況を確認する」ボ
タン１５０３をクリックすると、該当日の電力利用状況の推移を提示して確認できるとし
てもよい。オフィスワーカーがアラートを確認すれば、ＯＫボタン１５０５をクリックし
て画面を閉じてもよい。
【００６０】
　図１６は、本環境制御システム１００を採用したオフィスおける、ある日の機器ごとの



(16) JP 5514507 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

電力利用状況の推移を示す図の一例である。図１５で示した「電力利用状況を確認する」
ボタン１５０３をクリックすると、該当日における機器毎の電力利用状況の推移を示すグ
ラフ１６０１が表示される。縦軸に消費電力１６０２、横軸に時刻１６０３を示し、時刻
ごとの総消費電力を棒グラフで提示する。機器毎、例えば照明１６０４、ＰＣ等のＯＡ機
器１６０５、空調１６０６毎の消費電力を、色別に示してもよい。この電力利用状況の推
移画面により、管理者または各オフィスワーカー等が電力利用状況の推移の情報を得たい
際に、可視化された電力利用状況を提示することで、管理者または各オフィスワーカー等
の理解を容易にすることが可能となる。例えば、昼休み時間における空調や照明による省
エネの状況を可視化することで、管理者は関係者の理解、協力が得られやすくなる。
【００６１】
　図１７は、本環境制御システム１００を採用したオフィスおける、「快適度」の実測値
の分布を示す図の一例である。図１５で示したクライアントＰＣに表示するアラート表示
ユーザーインタフェイスからモニタできる本環境制御システムの動作として、評価指標の
実測値の分布１７０１を提示してもよい。評価指標の実測値の分布１７０１は、モニタリ
ングの対象居室１７０２、実測日の日時１７０３を提示する。また、快適度分布タブ１７
０５、省エネ度分布タブ１７０６、生産効率分布タブ１７０７を持ち、タブのクリックに
よってそれぞれの表示を切り替える。例えば対適度分布タブ１７０５を選択すると、モニ
タリング対象の居室の配置図１７０８に重畳して、居室内のエリアごとの快適度の分布を
色別に表示し１７０９、それぞれの快適度の実測値１７１０を示す。また、居室内に配置
されたセンサーが取得した温度、湿度、二酸化炭素濃度を、チェックボックス１７１１の
選択により表示できるとしてもよい。この快適度の実測値の分布を表す画面により、管理
者または各オフィスワーカー等が快適度の実測値の分布情報を得たい際に、可視化された
快適度の実測値の分布を提示することで、管理者または各オフィスワーカー等の理解を容
易にすることが可能となる。
【００６２】
　図１８は、本環境制御システム１００を採用したオフィスおける、「省エネ度」の実測
値の分布を示す図の一例である。評価指標の実測値の分布１７０１において省エネ度分布
タブ１７０６を選択すると、モニタリング対象の居室の配置図１７０８に重畳して、居室
内のエリアごとの省エネ度の分布を色別に表示し１８０１、それぞれの分布エリアの省エ
ネ度１８０２を示す。数値が大きいほど省エネ度は高い。または、単位時間あたりの消費
電力を示してもよい。この省エネ度の実測値の分布を示す画面により、管理者または各オ
フィスワーカー等が省エネ度の実測値の分布の情報を得たい際に、可視化された省エネ度
の実測値の分布を提示することで、管理者または各オフィスワーカー等の理解を容易にし
、関係者の理解、協力を得ることが可能となる。例えば、管理者は、この画面に表示され
た省エネ度が、目標とする範囲にあるかを判定し、必要な場合、制御ポリシー設定スクリ
プトによる機器の制御ポリシーを見直し、評価指標条件を再設定し、各オフィスワーカー
の理解を得つつ所望の省エネ度が得られるようにすることができる。
【００６３】
　図１９は、本環境制御システム１００を採用したオフィスおける、「生産効率」の実測
値の分布を示す図の一例である。評価指標の実測値の分布１７０１において生産効率タブ
１７０７を選択すると、モニタリング対象の居室の配置図１７０８に重畳して、オフィス
ワーカーを特定するIDもしくは氏名１９０１と、生産効率を示すアイコン１９０２を提示
する。生産効率を示すアイコンは、生産効率の凡例１９０３が示すように生産効率の値ご
とに色分けして表示する。この生産効率の実測値の分布を示す画面により、管理者または
各オフィスワーカー等が生産効率の実測値の分布の情報を得たい際に、可視化された生産
効率の実測値の分布を提示することで、管理者または各オフィスワーカー等の理解を容易
にすることが可能となる。例えば、管理者は、この画面に表示された生産効率が、目標と
する範囲にあるかを判定し、必要な場合、制御ポリシー設定スクリプトによる機器の制御
ポリシーを見直し、評価指標条件を再設定し、各オフィスワーカーの理解を得つつ所望の
生産効率が得られるようにすることができる。
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【００６４】
　図２０は、本環境制御システム１００を採用したオフィスおける、「業務状況」を提示
する図の一例である。評価指標の実測値の分布１７０１において、業務状況を提示する業
務状況タブ２００１を提示してもよい。業務状況タブ２００１を選択すると、モニタリン
グ対象の居室の配置図１７０８に重畳して、オフィスワーカーを特定するＩＤもしくは氏
名１９０１と、解析部２１８が取得した各オフィスワーカーの業務状況２００３を提示す
る。時刻は単位時間でなくある一定の時刻２００２としてもよい。業務状況は、業務状況
の凡例２００４が示すように業務ごとに色分けして表示してもよいし、または業務を表す
絵柄のアイコンで表示してもよい。この業務状況を提示する画面により、管理者または各
オフィスワーカー等が各オフィスワーカーの業務状況の情報を得たい際に、可視化された
各オフィスワーカーの業務状況を提示することで、管理者または各オフィスワーカー等の
理解を容易にすることが可能となる。例えば、管理者は、前回スクリプトを設定してから
の各オフィスワーカーの状況の変化を把握し、「快適度」が高いにもかかわらず「生産効
率」の低いオフィスワーカーに対しては空調の条件をスクリプトにより変更して様子を見
ることなどが考えられる。
【００６５】
　本実施例によれば、次のような効果がある。
【００６６】
　（１）エリア内のオフィスワーカーの在／不在及びその業務状況をモニタリングし、オ
フィスワーカーの業務状況に適応して環境制御機器の細かい制御をすることで、快適性を
向上することが可能となる。  
　（２）エリアの環境制御機器の制御ファクターとして、省電力効果および快適性、生産
効率を評価する指標を定義すると共に、任意に各評価指標の優先順位や許容範囲を設定可
能とし、かつ、それら各指標の推移やエリア内の分布を画面で提示することで、管理者ま
たは各オフィスワーカー等がエリアの環境制御に関する理解を深め、それに基づくフィー
ドバックを容易にすることが可能となる。  
　（３）ビルの管理者等の関係者が、環境制御システムに関して詳細な知識を有していな
くても、表示画面からスクリプトで容易に、省電力効果、快適性、生産効率を評価する各
指標に基づく制御ポリシーを設定することが可能となる。
【００６７】
　本発明は上記実施例に限定されるものではなく、室内の環境を、省エネ度、快適性、及
び生産効率の観点で制御できる環境制御機器を備えた分野に広く適用できることは言うま
でも無い。
【００６８】
　例えば、本実施例では、１つのエリア内の環境制御を対象として述べたが、複数のエリ
アにまたがる環境制御についても、同様に適用できる。この場合、「省エネ度指標」、「
快適度指標」、「生産効率指標」の優先順位と、それぞれの許容する制御範囲は、エリア
毎に個別に最適条件を設定しても良く、あるいは、複数のエリア単位で最適条件を設定で
きるようにしてもよい。後者の場合、例えば業務状況により、１つのエリアの「生産効率
指標」を最優先とし、そのかわりに他のエリアは「省エネ度」を最優先としてそれぞれの
許容制御範囲で制御し、オフィスビルの全体としては、「省エネ度指標」、「快適度指標
」、「生産効率指標」が所定の範囲になるように管理することも考えられる。
【符号の説明】
【００６９】
１００…環境制御システム、１０１…外的要因取得手段、１０２…室内環境検知手段、１
０３…業務状況検知手段、１０５…制御機器、１０６…気象情報取得部、１０７…外気温
センサー、１０８…温度センサー、１０９…湿度センサー、１１０…ＣＯ２濃度センサー
、１１１…カメラ、ＰＣ…１１２、空調機…１１３、照明器具…１１４、１１５…空気清
浄機、１１６…ファン、１１７…ブラインド、２００…中央制御装置（制御装置）、２１
…ネットワークI／F、２２…中央処理装置（制御部）、２３…入力装置、２４…一次記憶



(18) JP 5514507 B2 2014.6.4

10

装置（メモリ）、２５…二次記憶装置、２６…出力装置（表示装置）、２０１…通信部、
２０２…入力受付部、２０３…消費電力部、２０４…環境取得部、２０５…制御信号送信
部、２０６…外的要因検知部、２０７…室内環境検知部、２０８…解析部、２０９…デー
タ保持部、２１０…評価指標算出・機器制御決定部、２１１…気象情報検知部、２１２…
外気温検知部、２１３…温度検知部、２１４…湿度検知部、２１５…ＣＯ２濃度検知部、
２１６…カメラ映像取得部、２１７…ＰＣ操作ログ取得部、２１８…解析部、２１９…環
境ログ、…、２２０…業務状況テーブル、２２１…消費電力ログ、２２２…機器の制御テ
ーブル、２２３…制御ポリシー設定スクリプト、２２５…空調制御決定部、２２６…照明
制御決定部、２３０…ＰＣ制御決定部、２３１…ＰＣアラート決定部、２３２…評価指標
算出部、２４０…機器制御部、３０１…居室、３０６…空調機、３０７…ディスク、３０
８…業務用のＰＣ、３０９…カメラ、３１０…温度センサー、３１１…湿度センサー、３
１２…ＣＯ２センサー、６０１…不快指数（Ｃｍ）、６０２…二酸化炭素濃度加重値、６
０３…快適度指標、７０１…制御ポリシー設定スクリプト、７０２…定義、７０３…評価
指標定義、７０４…変数定義、７０５…制御値定義、７０６…制御ポリシー、７０７…評
価指標条件、７０８…業務適応条件、７０９…エリア適応条件。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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